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年頭のご挨拶 

富山市北商工会水橋支部 

支部長 水口益克 

新年明けましておめでとうございます。 

昨年は商工会活動にご尽力いただきましたこと、心よりお礼申し上げます。 

また、商工会の合併で大きく組織が変わり、皆様方には大変ご迷惑をお掛けしたことと思います。 

4 月の新体制発足時から、職員には巡回の徹底、新規会員の獲得に力を入れて貰いました。その結果、

4 月末では退会者が 63 社ございましたが、12 月末までには 35 社の入会者を迎えることが出来まし

た。また現在 5 名の職員とサポーター2 名の計 7 名で業務に当たっています。 

本年度の経営環境は一層厳しさを増すことと思われます。今までのようになんとかなるだろうでは決

して生き残れません。現状を打破する事が必要ではないでしょうか。その為には商工会が全力を尽くし

て皆様にご協力をさせて頂きます。お困りごとは是非商工会にご相談下さい。 

まずは商工会にお電話下さい。 

少々厳しい年頭のご挨拶になりましたが会員の皆様方にとりまして、今年１年が良い年でありますよ

うお祈り申し上げます。 

 

    

ワンポイントアドバイスワンポイントアドバイスワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス    ～～～～中中中中小小小小・・・・小規模小規模小規模小規模企業企業企業企業のののの資金繰資金繰資金繰資金繰りをりをりをりを支援支援支援支援！！～！！～！！～！！～    

““““中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法””””がががが施行施行施行施行！！！！！！！！    

景気動向の低迷環境が長期化する中、中小企業の経営がさらに圧迫され資金繰りにも影響を及ぼして

いることをうけて 11 月 30 日に「中小企業金融円滑化法」が成立しました。 

““““中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法””””とはとはとはとは、中小企業から申し入れがあった場合、借入金返済の一時猶予や金利引

き下げなどに積極的に応じるよう金融機関に求めるというもの。金融機関に強制はしないものの返済

猶予や貸出し条件の申し出について応じたものと拒否したものについて金融庁に定期的に報告を義

務づけています。これに対応して 12 月 15 日より、「条件変更対応保障制度」が開始されます。 

「「「「条件変更対応条件変更対応条件変更対応条件変更対応保証保証保証保証制度制度制度制度」」」」とはとはとはとは、民間金融機関の貸出に信用保証協会の保証をつけたうえで条件変更に

対応する制度です。 

※ご利用には、一定の条件がありますので、まずは各金融機関・商工会担当窓口へご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せは・・・富山市北商工会水橋支所 

TEL076 お問合せは・・・富山市北商工会水橋支所 

             Tel076-478-0247    

             Fax076-479-0436 

イベントイベントイベントイベント情報情報情報情報    

1/14 薬業青申会税務講習会が開催されます。  

2/3 工業部会の視察研修会が開催されます。視察先は 

コンチネンタル㈱・㈱梅かまです。 

2/7 女性部接客マナー講座を開催します。テーマは「ディ

ズニーランドに学ぶお客様を幸せにするマナー」、

講師はマナーセンス代表湯佐弘子氏です。 

◎ 2・3 月に税務個別相談会が開催されます。講師は税理

士 舘佳秀先生・飯森康就先生、場所は 

水橋商工文化会館です。開催日時等のお問合せ・申込み

は事前に商工会までお願いします。 

１月 2、３日に年末年始大売出し抽

選会が水橋ふるさと会館で行われ、

雪で足元の悪い中大勢のお客様が訪

れました。今年は空くじ無しの盛り

沢山な賞品が用意され大盛況のうち

に終了しました。 


